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目 的 

  障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとっ 
 て障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の 
 禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、 
 養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する 
 支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

定 義 

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社
会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

 
２ ｢障害者虐待｣とは、次の３つをいう。 
   ①養護者による障害者虐待 
   ②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 
   ③使用者による障害者虐待    
 
３ 障害者虐待の類型は、次の５つ。 

 ①身体的虐待 （障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること） 
 ②放棄・放置  （障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等） 
 ③心理的虐待 （障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと） 
 ④性的虐待   （障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること） 
 ⑤経済的虐待 （障害者から不当に財産上の利益を得ること） 
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平成24年10月から、障害者虐待防止法が始まりました。 

法の目的は、障害者の権利及び利益の擁護です。 

法の名称「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 



通報 

市町村虐待防止センター 

通報 
通報 

相談・報告 相談・報告 施設・組織の 
虐待防止体制 

虐待防止法の 
通報義務 法遵守ならびに施設・ 

組織の虐待防止体制が 
十分なら速やかに管理 
者から通報！ 

原理：何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない 

通報義務：障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は「速やかに、
これを市町村（又は都道府県）に通報しなければならない」 

 → 通報段階で虐待であるかどうかを確定する必要はない 

早期発見：障害者福祉施設従業者等、学校の教職員、医師、保健師、弁護士
その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見
しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければな
らない 

 

支援員 サビ管 管理者 3 

法律では、虐待を受けた疑いがある障害者を発見した人に、
通報する義務を定めています。 



養護者による障害者虐待 

〔市町村の責務〕相談等、居室確保、連携確保 
 
 
 

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 

〔設置者等の責務〕虐待防止のための措置の実施 
 
 
 

使用者による障害者虐待 

〔事業主の責務〕虐待防止等のための措置の実施 
 
 
 

通報 
  ①事実確認（立入調査等） 
  ②措置(一時保護、後見審判請求) 

市町村 
 

市
町
村 

虐
待
発
見 

  ①監督権限等の適切な行使 
  ②措置等の公表 

通報 報告 

都道府県 

都
道
府
県 

市
町
村 

 ①監督権限等の適切な行使 
 ②措置等の公表 

通報 

通知 

報告 

労働局 

障害者虐待防止法における通報・報告のスキーム 

虐
待
発
見 

虐
待
発
見 
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①身体的虐待 第199条殺人罪 
  第204条傷害罪 
  第208条暴行罪 
  第220条逮捕監禁罪 
②性的虐待 第176条強制わいせつ罪 
  第177条強制性交等罪 
  第178条準強制わいせつ・準強制性交等罪 
③心理的虐待 第222条脅迫罪 
  第223条強要罪 
  第230条名誉毀損罪 
  第231条侮辱罪 
④放棄・放置 第218条保護責任者遺棄罪 
⑤経済的虐待 第235条窃盗罪 
  第246条詐欺罪 
  第249条恐喝罪 
  第252条横領罪 

障害者虐待防止法の趣旨 
障害者虐待防止法は、重大な事件になる前の小さな芽の段階で事態を発見し、適切な対策を
講じ、障害者の尊厳を守り、充実した生活が送れるようにすることが目的。 

虐
待
防
止
の
取
り
組
み 

刑法上の罪 

虐待 

疑わしい事案 
不適切な支援 

適切な支援・良い支援 

マ
ス
コ
ミ
に
登
場
す
る
事
件 



障害者福祉施設従事者等における障害者虐待が起きてしまった場

合の対応の基本となるのは、「隠さない」「嘘をつかない」という

誠実な対応を管理者等が日頃から行うこと。 
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 障害者総合支援法では、市町村・都道府県が同法に基づく職務権限で立ち入り調査
を行った場合に、虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出、虚偽の答弁等を行った者を
30万円以下の罰金に処すことができると規定（障害者総合支援法第110条、第111条）。 
 

 （事例）身体障害者の支援施設の事案では、警察が虐待を行った職員を傷害、暴行
の容疑で地方検察庁に書類送検し、併せて行政の立ち入り調査に対し、虐待をしてい
ないと虚偽答弁をしたとして、職員を障害者総合支援法違反容疑でも送検。 
 

 これらの深刻な虐待に至ってしまった事案について、もし、虐待に気づいた段階で適
切に通報することができていれば、行政による事実確認と指導等を通じて、その後の
虐待の再発防止に取り組むことができ、取り返しがつかないような事態には至らな
かったと考えられる。 

立ち入り調査等の虚偽答弁に対する罰則規定 



通報は、すべての人を救う 

• 利用者の被害を最小限で食い止めることができる。 
 
 

• 虐待した職員の処分や刑事責任、民事責任を最小
限で留めることができる。 

 
 

• 理事長、施設長など責任者への処分、民事責任、
道義的責任を最小限で留めることができる。 

 
 

• 虐待が起きた施設、法人に対する行政責任、民事
責任、道義的責任を最小限で留めることができる。 

日本社会事業大学専門職大学院 准教授 曽根直樹氏 



障害者虐待防止の一番の道は、 
誠実な施設・事業所の運営と 
支援の質の向上です。 
◎「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 
 （施設・事業所従事者向けマニュアル）を必ず読みましょう。 

※以下のURLからダウンロードできます。 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html 
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障害者福祉施設等における 

障害者虐待の防止と対応の手引き 

 

  
平成３０年６月 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 

障害福祉課 地域生活支援推進室 



厚生労働省障害者虐待対応状況 
調査（平成２９年度）における 

障害者虐待の状況 

〔公表：平成３０年１２月２６日〕 



・上記は、平成29年4月１日から平成30年3月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。 
・カッコ内については、前回調査(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)のもの。 
・都道府県労働局の対応については、平成30年8月22日雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室のデータを引用。 
 （「虐待判断件数」は「虐待が認められた事業所数」と同義。） 

【調査結果（全国）】 
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養護者による 
障害者虐待 

障害者福祉施設従事者等 
による障害者虐待 

使用者による障害者虐待  

  
  （参考）都道府県労働局の対応 

市区町村等への 
相談・通報件数 

4,649件 
（4,606件） 

2,374件 
（2,115件） 

691件 

（745件） 
虐待 

判断件数 
597件 

（581件） 
市区町村等による 
虐待判断件数 

1,557件 
（1,538件） 

464件 
（401件） 

  

 養護者による虐待の通報件数は4,649件（認定1,557件）、 
 施設従事者等による虐待の通報件数は2,374件（認定464件） 

 平成29年度の状況 



養護者による 
障害者虐待 

施設従事者等による 
障害者虐待 

市区町村等への 
相談・通報件数 

２９件 
（２７件） 

３３件 
（２８件） 

市区町村等による 
虐待判断件数 

６件 
（１０件） 

 ３件 

（０件） 

※  H29.4.1からH30.3.31までの対応状況を集計したもの。カッコ内はH28.4.1からH29.3.31までのもの。 
※ 件数は、岐阜県障害者権利擁護センター分を含む。 

【調査結果（岐阜県）】 

本県では、養護者による虐待の通報件数は２９件（認定６件）、
施設従事者等による虐待の通報件数は３３件（認定３件） 



施設種別 
従事者の職

種 
虐待の類型 虐待の内容 措置 

障害者支
援施設 

生活支援員 身体的虐待 

食事中、入所者（30歳代・男
性）が隣席の食事に手を付け
るのを制止する際、強引に手
を引っ張って席から離した。 

・施設に対する実地指導 
・改善計画の提出 

就労継続
Ａ型 

職業指導員 性的虐待 
利用者（30歳代・女性）の頭を
なでる、抱きしめる等の行為
を行った。 

・事業所に対する実地指導 
・改善計画の提出 

障害者支
援施設 

生活支援員 身体的虐待 

備品を運搬していた台車に近
寄ってきた入所者（50歳代・
男性）に、体当たりして突き飛
ばした。 

・施設に対する実地指導 
・改善計画の提出 

【施設従事者等による虐待と認められた案件（３件）に関する状況】 


